
市民だより　2018.8.1515

　8月から、医療機関にかかった際の１か月の医療費の自己負担額が下表のように変更となります。なお、自己負担額
が下表の上限額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。　　　　　 　　問　国保年金課（☎62-1207）

※75歳に年齢が到達した月(１日が誕生日の人を除く)については、上記の上限額が半額になります。

　上の網掛け部分に該当する人（課税所得が145万円以上689万円以下の被保険者がいる世帯の人）で、１か月の医
療費が高額になる可能性がある人は、「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。医療機関にて「限度額適用認
定証」を提示することで、医療費の自己負担額が支払窓口にて上限額までとなります。申請月の初日から有効となりま
すので、次のものを持ってお早めにお手続きをお願いします。
　【交付申請に必要なもの】 ・後期高齢者医療被保険者証 ・印鑑 ・マイナンバーの分かるもの
　　　　　　　　　　　　　・委任状（本人もしくは世帯主以外の人が手続きをする場合）
　　　　　　　　　　　　　・手続きする人の身分証明書
※医療機関で「限度額適用認定証」を提示されない場合、支払額が上限額を超える場合があります。ただし、上限額を超
　えて支払った額については、あとから差額を払い戻します。払い戻しできる人には、後日市役所から通知が届きます。
※住民税非課税世帯の区分Ⅰ、Ⅱに該当する人は、従来どおり「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるこ
　とで、支払額が上限額までとなります。

～後期高齢者医療制度に加入している人へ～

8月から高額療養費の上限額が変わります

限度額適用認定証

適用区分
（一部負担割合） 外来の上限額（個人ごと） 外来＋入院の上限額(世帯ごと)

現役並み所得
のある人（3割）

課税所得が690万円以上ある
被保険者がいる世帯の人（Ⅲ）

252,600円＋(医療費－842,000円)×1％
(過去12か月以内に3回以上高額に該当すると、4回目から140,100円)

課税所得が380万円以上ある
被保険者がいる世帯の人（Ⅱ）

167,400円＋(医療費－558,000円)×1％
(過去12か月以内に3回以上高額に該当すると、4回目から93,000円)

課税所得が145万円以上ある
被保険者がいる世帯の人（Ⅰ）

80,100円＋(医療費－267,000円)×1％
(過去12か月以内に3回以上高額に該当すると、4回目から44,400円)

一般（1割） 「現役並み所得のある人」 、「区
分Ⅱ」 、「区分Ⅰ」 に該当しない人

18,000円
（年間上限額144,000円）

57,600円
(過去12か月以内に３回以上高額に
該当すると、4回目から44,400円)

区分Ⅱ（1割） 住民税非課税世帯で、「区分Ⅰ」
に該当しない人 8,000円 24,600円

区分Ⅰ（1割）
住民税非課税世帯で、世帯全
員の各種所得が0円の人（年金
収入80万円以下など）

8,000円 15,000円
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